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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第186期

中間連結会計期間
第187期

中間連結会計期間
第186期

会計期間
自 2023年４月１日
至 2023年９月30日

自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

自 2023年４月１日
至 2024年３月31日

売上高 (百万円) 150,174 149,358 297,056

経常利益 (百万円) 13,772 9,040 17,757

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円) 9,403 6,281 8,387

中間包括利益又は包括利益 (百万円) 21,722 13,699 30,275

純資産額 (百万円) 245,647 263,911 252,464

総資産額 (百万円) 415,853 417,772 415,692

１株当たり中間(当期)
純利益金額

(円) 55.94 37.35 49.89

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額

(円) 55.89 37.32 49.84

自己資本比率 (％) 58.9 63.0 60.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 11,369 22,943 22,320

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,817 △9,041 △15,494

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 161 △11,001 △3,801

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円) 25,542 25,870 22,140

(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年

改正会計基準」という。）等を第187期中間連結会計期間の期首から適用しており、第186期中間連結会計期

間及び第186期連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指

標等となっております。なお、2022年改正会計基準については第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱

いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）

については第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、第187期中間

連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社経営

者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

なお、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。）等を当中間

連結会計期間の期首から適用しており、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前中間連結会計期間及び前連結

会計年度との比較・分析を行っております。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当中間連結会計期間における我が国経済は、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩や

かな回復が続くことが期待されるものの、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の

継続に伴う影響、中東地域をめぐる情勢、原燃料価格の高騰、金融資本市場の変動等の影響による懸念もあり、

先行き不透明な状況が続いております。

当社グループにおきましては、海外子会社におけるパルプの販売価格の下落等により、当中間連結会計期間の

業績は、売上高149,358百万円（前年同中間期比0.5％減）、営業利益9,004百万円（前年同中間期比25.5％減）、

経常利益9,040百万円（前年同中間期比34.4％減）、親会社株主に帰属する中間純利益6,281百万円（前年同中間

期比33.2％減）となりました。

主なセグメント別の業績は、下記のとおりであります。

① 紙パルプ事業

紙パルプ事業につきましては、海外子会社におけるパルプの販売価格の下落等により、減収減益となりまし

た。

この結果、紙パルプ事業の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 136,588百万円(前年同中間期比 1.2％減)

営業利益 8,356百万円(前年同中間期比 26.5％減)

② パッケージング・紙加工事業

パッケージング・紙加工事業につきましては、紙容器・包材事業の受注拡大等により、増収となりました

が、損益面におきましては、運送費の高騰や円安の影響等により、減益となりました。

この結果、パッケージング・紙加工事業の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 8,260百万円(前年同中間期比 5.8％増)

営業利益 22百万円(前年同中間期比 80.7％減)

③ その他

木材事業、建設業、運送・倉庫業、古紙卸業をはじめとするその他事業につきましては、主に木材事業にお

いて外部受注が増加したことにより、増収増益となりました。

この結果、その他事業の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 4,509百万円(前年同中間期比 10.0％増)

営業利益 488百万円(前年同中間期比 7.0％増)
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総資産は、前連結会計年度末に比べて2,079百万円増加し、417,772百万円となりました。これは、主として現

金及び預金が6,341百万円、商品及び製品が1,621百万円、有形固定資産が4,011百万円それぞれ増加した一方で、

受取手形、売掛金及び契約資産が8,073百万円、投資有価証券が3,054百万円それぞれ減少したことによるもので

す。

負債は、前連結会計年度末に比べて9,367百万円減少し、153,861百万円となりました。これは、主として有利

子負債が9,345百万円減少したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて11,446百万円増加し、263,911百万円となりました。これは、主として

親会社株主に帰属する中間純利益等により利益剰余金が4,125百万円、為替換算調整勘定が9,220百万円それぞれ

増加したことによるものです。

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前中間連結会計期間末に比べて328百万

円増加し、25,870百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は22,943百万円（前中間連結会計期間比101.8％増）となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益9,076百万円、減価償却費6,550百万円、売上債権の減少額9,490

百万円、支出の主な内訳は、未払消費税等の減少額1,117百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は9,041百万円（前中間連結会計期間比55.4％増）となりました。

支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出2,491百万円、有形固定資産の取得による支出7,900百万円、収

入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入2,480百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は11,001百万円（前中間連結会計期間は161百万円の収入）となりました。

支出の主な内訳は、短期借入金の減少額2,822百万円、コマーシャル・ペーパーの減少額4,000百万円、長期借

入金の返済による支出2,518百万円、配当金の支払額1,518百万円であります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

当中間連結会計期間の研究開発費の総額は377百万円であります。

なお、当中間連結会計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5) 主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当中間連結会計期間に変更があったも

のは次のとおりであります。

会社名
事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の

内容

投資予定額
資金調達

方法

着手及び完了予定
備考

総額 既支払額 着手 完了

北越パッケ

ージ㈱

関東工場（茨

城県ひたちな

か市）

パッケージ

ング・紙加

工事業

包材印刷機増

産対応工事

百万円

1,474

百万円

736
自己資金 2024年１月 2025年２月

操業安定及

び収益向上

(注) 人件費高騰による工事費用の増額により投資予定額の総額が増加しております。
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３ 【経営上の重要な契約等】

戦略的業務提携基本契約

契約会社名 相手方の名称 契約締結日 契約内容 契約期間

北越コーポレ
ーション㈱

大王製紙㈱ 2024年５月15日
戦略的業務提携

生産技術、原材料購買、
製品物流に関する協業等

2024年５月15日から
５年間(以後１年毎の自動
更新規定あり)
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000

計 500,000,000

② 【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2024年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 188,053,114 188,053,114
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数は100株であ
ります。

計 188,053,114 188,053,114 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

2024年６月27日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役（社外取締役を除く。） ６

新株予約権の数（個）※ 48 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株）※

普通株式 24,000 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ １株当たり１

新株予約権の行使期間※
自 2024年７月17日
至 2039年７月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格 940
資本組入額 470

新株予約権の行使の条件※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議に

よる承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)４

※ 新株予約権の発行時（2024年７月16日）における内容を記載しております。

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。

２ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当

社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、

次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効

力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少

して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われ

る場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、

当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。また、割当日以降、

当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、
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当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」といいます。）に通知または

公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後

速やかに通知または公告いたします。

３ 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、新株予約権割当日の翌日から１年後または当社取締役の地位を喪失した日の、いずれか

早い日から行使することができます。

(2)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から起算して５年が経過したときには、以後新株

予約権を行使することができないものとします。

(3)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下に定める場合（ただし、

新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計

画において定められている場合を除きます。）には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使できる

ものとします。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転

計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされ

た場合）・・・当該承認日の翌日から15日間

(4)前記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。

(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとしま

す。

(6)その他の条件については、新株予約権総数引受契約に定めるところによるものとします。

４ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当

社が分割会社となる場合に限ります。）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社とな

る場合に限ります。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。）をする場合には、組織再

編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式

会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の

成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成

立の日をいいます。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいま

す。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまで

に掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付することといたし

ます。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定いたします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とし

ます。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株当たり１円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数
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は、これを切り上げます。

ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記イ記載の資本

金等増加限度額から前記イに定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま

す。

⑧その他の新株予約権の行使の条件

前記新株予約権の行使の条件に準じて決定いたします。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2024年９月30日 ― 188,053 ― 42,020 ― 45,435
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(5) 【大株主の状況】

2024年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

美須賀海運㈱ 東京都千代田区富士見二丁目２番５号 18,806 11.14

大王海運㈱ 愛媛県四国中央市三島紙屋町７番35号 16,820 9.97

日本マスタートラスト信託銀行
㈱（信託口）

東京都港区赤坂一丁目８番１号
赤坂インターシティAIR

9,506 5.63

㈱第四北越銀行
新潟県新潟市中央区東堀前通七番町
1071番地１

8,332 4.94

CGML PB CLIENT ACCOUNT/
COLLATERAL
（常任代理人 シティバンク、
エヌ・エイ東京支店）

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY
WHARF, LONDON E14 5LB
（東京都新宿区新宿六丁目27番30号）

8,095 4.80

北越コーポレーション持株会 東京都中央区日本橋本石町三丁目２番２号 6,932 4.11

住友不動産㈱ 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 6,066 3.59

OASIS JAPAN STRATEGIC FUND
LTD.
（常任代理人 シティバンク、
エヌ・エイ東京支店）

MAPLES CORPORATE SERVICES LTD, PO BOX
309, UGLAND HOUSE SOUTH CHURCH STREET,
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY1-1104,
CAYMAN ISLANDS
（東京都新宿区新宿六丁目27番30号）

5,615 3.33

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI
NON COLLATERAL NON TREATY-PB
（常任代理人 BOFA証券㈱）

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING
EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM
（東京都中央区日本橋一丁目４番１号
日本橋一丁目三井ビルディング）

4,826 2.86

野村證券㈱ 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 4,670 2.77

計 ― 89,671 53.13

(注) １ 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）の所有株式は、信託業務に係る株式であります。

２ 上記の他に、当社保有の自己株式19,280千株があります。

３ 2024年10月４日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券㈱、その共同保有者であ

るノムラ インターナショナル ピーエルシー（NOMURA INTERNATIONAL PLC）、ノムラ セキュリテーズ

インターナショナル（NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.）及び野村アセットマネジメント㈱が2024年

９月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年９月30日時点にお

ける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

野村證券㈱
東京都中央区日本橋
一丁目13番１号

4,705 2.50

ノムラ インターナショナ
ル ピーエルシー
（NOMURA INTERNATIONAL
PLC）

1 Angel Lane,London
EC4R 3AB,United Kingdom

1,660 0.88

ノムラ セキュリテーズ
インターナショナル
（NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL,Inc.）

Worldwide Plaza 309 West
49th Street New York,
New York 10019-7316

0 0.00

野村アセットマネジメント
㈱

東京都江東区豊洲二丁目
２番１号

3,088 1.64
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 ― ―

19,280,700
(相互保有株式)
普通株式 ― ―

23,600

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,684,914 ―
168,491,400

単元未満株式
普通株式

― ―
257,414

発行済株式総数 188,053,114 ― ―

総株主の議決権 ― 1,684,914 ―

② 【自己株式等】

2024年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)

北越コーポレーション㈱
新潟県長岡市西蔵王
三丁目５番１号

19,280,700 ― 19,280,700 10.25

(相互保有株式)

㈱ニッカン
新潟県長岡市西蔵王
三丁目５番１号

23,600 ― 23,600 0.01

計 ― 19,304,300 ― 19,304,300 10.26

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (1976年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年４月１日から2024年９月30

日まで)に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,140 28,481

受取手形、売掛金及び契約資産 ※2 76,984 68,911

電子記録債権 ※2 8,844 8,736

商品及び製品 29,881 31,503

仕掛品 3,252 3,568

原材料及び貯蔵品 34,080 34,414

その他 4,709 4,197

貸倒引当金 △15 △37

流動資産合計 179,879 179,776

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 86,500 87,298

減価償却累計額 △57,231 △57,890

建物及び構築物（純額） 29,268 29,407

機械、運搬具及び工具器具備品 452,874 460,737

減価償却累計額 △391,813 △396,496

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 61,061 64,241

その他（純額） 26,181 26,873

有形固定資産合計 116,511 120,522

無形固定資産 2,540 2,676

投資その他の資産

投資有価証券 31,926 28,871

関係会社株式 65,999 66,849

その他 21,841 21,928

貸倒引当金 △3,006 △2,852

投資その他の資産合計 116,761 114,797

固定資産合計 235,813 237,995

資産合計 415,692 417,772
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2 22,900 21,626

電子記録債務 ※2 7,578 8,319

短期借入金 25,889 32,598

コマーシャル・ペーパー 7,000 3,000

未払法人税等 845 1,859

引当金 3,710 3,449

その他 ※2 14,273 14,110

流動負債合計 82,197 84,963

固定負債

社債 25,000 25,000

長期借入金 44,718 32,472

引当金 1,765 1,967

退職給付に係る負債 3,755 3,786

資産除去債務 2,226 2,237

その他 3,564 3,432

固定負債合計 81,030 68,897

負債合計 163,228 153,861

純資産の部

株主資本

資本金 42,020 42,020

資本剰余金 44,953 44,957

利益剰余金 140,480 144,605

自己株式 △9,593 △9,574

株主資本合計 217,861 222,009

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,152 9,859

繰延ヘッジ損益 △21 8

為替換算調整勘定 16,390 25,611

退職給付に係る調整累計額 6,326 5,690

その他の包括利益累計額合計 33,847 41,169

新株予約権 78 65

非支配株主持分 676 667

純資産合計 252,464 263,911

負債純資産合計 415,692 417,772
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

売上高 150,174 149,358

売上原価 116,231 116,242

売上総利益 33,942 33,115

販売費及び一般管理費 ※1 21,847 ※1 24,111

営業利益 12,094 9,004

営業外収益

受取利息 301 431

受取配当金 487 570

持分法による投資利益 1,121 －

その他 456 467

営業外収益合計 2,368 1,468

営業外費用

支払利息 386 361

持分法による投資損失 － 797

その他 304 274

営業外費用合計 690 1,432

経常利益 13,772 9,040

特別利益

固定資産売却益 104 5

投資有価証券売却益 8 855

受取保険金 49 －

特別利益合計 162 861

特別損失

固定資産除売却損 730 825

災害による損失 312 －

特別損失合計 1,043 825

税金等調整前中間純利益 12,892 9,076

法人税、住民税及び事業税 3,331 2,505

法人税等調整額 113 221

法人税等合計 3,444 2,727

中間純利益 9,447 6,349

非支配株主に帰属する中間純利益 44 68

親会社株主に帰属する中間純利益 9,403 6,281
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【中間連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

中間純利益 9,447 6,349

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,976 △1,026

繰延ヘッジ損益 0 2

為替換算調整勘定 6,799 6,278

退職給付に係る調整額 △136 △598

持分法適用会社に対する持分相当額 2,634 2,693

その他の包括利益合計 12,274 7,349

中間包括利益 21,722 13,699

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 21,666 13,603

非支配株主に係る中間包括利益 56 95
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 12,892 9,076

減価償却費 6,235 6,550

のれん償却額 74 84

受取保険金 △49 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △20 9

受取利息及び受取配当金 △789 △1,001

支払利息 386 361

持分法による投資損益（△は益） △1,121 797

投資有価証券売却損益（△は益） △8 △855

固定資産除売却損益（△は益） 626 819

売上債権の増減額（△は増加） △2,288 9,490

棚卸資産の増減額（△は増加） △4,724 △645

仕入債務の増減額（△は減少） 3,380 △800

未払消費税等の増減額（△は減少） 222 △1,117

その他 △502 △239

小計 14,312 22,528

利息及び配当金の受取額 1,178 1,393

利息の支払額 △413 △367

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,757 △611

保険金の受取額 49 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,369 22,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △2,491

投資有価証券の取得による支出 △35 △33

投資有価証券の売却による収入 39 2,480

有形固定資産の取得による支出 △5,077 △7,900

有形固定資産の売却による収入 108 8

貸付けによる支出 △29 △1

貸付金の回収による収入 11 12

その他 △835 △1,114

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,817 △9,041
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(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,002 △2,822

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △10,000 △4,000

長期借入れによる収入 4,000 －

長期借入金の返済による支出 △6,212 △2,518

社債の発行による収入 15,000 －

配当金の支払額 △1,498 △1,518

非支配株主への配当金の支払額 △99 △105

その他 △26 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー 161 △11,001

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,766 830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,479 3,730

現金及び現金同等物の期首残高 18,063 22,140

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 25,542 ※1 25,870
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【注記事項】

(会計方針の変更)

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。

これにより、法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計

基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な

取扱いに従っており、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額

を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額をその他の包括利益累計額に加減しており

ます。この結果、当中間連結会計期間の「利益剰余金」の当期首残高が１百万円増加し、その他の包括利益累計額

の「その他有価証券評価差額金」の当期首残高が同額減少しております。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表に

おける取扱いの見直しについては、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該

会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務

諸表及び連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の「利益剰余

金」及び「関係会社株式」の残高がそれぞれ63百万円増加しております。

(中間連結貸借対照表関係)

１ 連結子会社以外の会社等の金融機関等からの借入金の債務保証を行っております。

前連結会計年度
（2024年３月31日）

当中間連結会計期間
（2024年９月30日）

富士製紙協同組合 6百万円 6百万円

※２ 中間連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務の会計処理については、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権債務が、前

連結会計年度末残高から除かれております。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(2024年９月30日)

受取手形 267百万円 －百万円

電子記録債権 1,332 －

支払手形 44 －

電子記録債務 2,116 －

設備関係支払手形 364 －

(中間連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

運送費 10,799百万円 12,829百万円

販売諸費 4,039 3,898

給料及び手当 2,235 2,250

賞与引当金繰入額 721 913

退職給付費用 94 25
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

現金及び預金 25,542百万円 28,481百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 － △2,610

現金及び現金同等物 25,542 25,870

(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年６月29日
定時株主総会

普通株式 1,517 9.00 2023年３月31日 2023年６月30日 利益剰余金

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年11月10日
取締役会

普通株式 1,518 9.00 2023年９月30日 2023年12月４日 利益剰余金

当中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,518 9.00 2024年３月31日 2024年６月28日 利益剰余金

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年11月14日
取締役会

普通株式 1,856 11.00 2024年９月30日 2024年12月３日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

中間連結
損益計算書
計上額
(注)３

紙パルプ
事業

パッケー
ジング・
紙加工事業

計

売上高

外部顧客への売上高 138,265 7,810 146,075 4,098 150,174 － 150,174

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,330 5 1,336 11,428 12,764 △12,764 －

計 139,596 7,815 147,412 15,526 162,938 △12,764 150,174

セグメント利益 11,375 116 11,491 456 11,947 147 12,094

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、運送・倉庫

業、古紙卸業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額147百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

３ セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

中間連結
損益計算書
計上額
(注)３

紙パルプ
事業

パッケー
ジング・
紙加工事業

計

売上高

外部顧客への売上高 136,588 8,260 144,848 4,509 149,358 － 149,358

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,426 4 1,430 12,174 13,605 △13,605 －

計 138,014 8,265 146,279 16,684 162,964 △13,605 149,358

セグメント利益 8,356 22 8,378 488 8,866 137 9,004

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、運送・倉庫

業、古紙卸業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額137百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

３ セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)

財又はサービスの種類別の内訳

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

合計
紙パルプ
事業

パッケージン
グ・紙加工事業

計

洋紙 68,838 － 68,838 － 68,838

板紙 23,608 － 23,608 － 23,608

パルプ 32,120 － 32,120 － 32,120

その他 13,676 7,810 21,486 4,098 25,585

顧客との契約から生じる収益 138,244 7,810 146,054 4,098 150,152

その他の収益 21 － 21 － 21

外部顧客への売上高 138,265 7,810 146,075 4,098 150,174

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、運送・倉庫業、

古紙卸業等を含んでおります。

主たる地域市場別の内訳

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

合計
紙パルプ
事業

パッケージン
グ・紙加工事業

計

日本 80,811 7,457 88,269 4,070 92,340

アジア 28,491 352 28,844 27 28,872

北米 24,031 － 24,031 － 24,031

その他 4,909 － 4,909 － 4,909

顧客との契約から生じる収益 138,244 7,810 146,054 4,098 150,152

その他の収益 21 － 21 － 21

外部顧客への売上高 138,265 7,810 146,075 4,098 150,174

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、運送・倉庫業、

古紙卸業等を含んでおります。
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当中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

財又はサービスの種類別の内訳

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

合計
紙パルプ
事業

パッケージン
グ・紙加工事業

計

洋紙 70,277 － 70,277 － 70,277

板紙 20,717 － 20,717 － 20,717

パルプ 33,052 － 33,052 － 33,052

その他 12,452 8,260 20,713 4,509 25,222

顧客との契約から生じる収益 136,500 8,260 144,760 4,509 149,270

その他の収益 88 － 88 － 88

外部顧客への売上高 136,588 8,260 144,848 4,509 149,358

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、運送・倉庫業、

古紙卸業等を含んでおります。

主たる地域市場別の内訳

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

合計
紙パルプ
事業

パッケージン
グ・紙加工事業

計

日本 82,291 7,784 90,075 4,466 94,541

アジア 23,063 476 23,539 43 23,583

北米 25,910 － 25,910 － 25,910

その他 5,234 － 5,234 － 5,234

顧客との契約から生じる収益 136,500 8,260 144,760 4,509 149,270

その他の収益 88 － 88 － 88

外部顧客への売上高 136,588 8,260 144,848 4,509 149,358

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、運送・倉庫業、

古紙卸業等を含んでおります。
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間

(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

(1) １株当たり中間純利益金額 55円94銭 37円35銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円) 9,403 6,281

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益金額(百万円)

9,403 6,281

普通株式の期中平均株式数(千株) 168,104 168,162

(2) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 55円89銭 37円32銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(千株) 151 133

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連
結会計年度末から重要な変動があったものの概要

─ ─
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２ 【その他】

第187期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）中間配当については、2024年11月14日開催の取締役会におい

て、2024年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いた

しました。

① 配当金の総額 1,856百万円

② １株当たりの金額 11円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2024年12月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。





独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2024年11月14日

北越コーポレーション株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 井 指 亮 一

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柴 田 忠

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北越コーポレー

ション株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2024年４月１日から

2024年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括

利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、北越コーポレーション株式会社及び連結子会社の2024年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手した

と判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュ

ー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が



認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか

結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中

間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適

切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

ていないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の５の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年11月14日

【会社名】 北越コーポレーション株式会社

【英訳名】 Hokuetsu Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ＣＥＯ 岸 本 晢 夫

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役 ＣＦＯ 柳 澤 誠

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西蔵王三丁目５番１号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)



１ 【半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長ＣＥＯ岸本晢夫及び当社取締役ＣＦＯ柳澤誠は、当社の第187期中（自 2024年４月１日 至

2024年９月30日）の半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしまし

た。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。






